
小田原市新病院開院支援業務公募型プロポーザル　実施要領等に関する質問回答書
No 資料名称 頁 表題 質問内容 回答
1 実施要領 2

提案参加者の資格等
５（１）③において「該当業務に係る業種について
登録されていること」とあります。登録されている
ことが必要な業種をご教授ください。

本業務に関連する業種であれば可とします。

2 実施要領 2

提案参加者の資格等

５（１）⑧アで「医療情報技師」とありますが、
「上級医療情報技師」でも可と理解しますが、国家
試験である独立行政法人情報処理推進機構（IPA）
の資格でも可と理解してよろしいでしょうか。IPA
資格でも可の場合は、具体的な資格名をご教授くだ
さい。

病院、設計施工者、医療情報システムベンター等と
のスムーズな調整を行うために必要に応じて配置し
ていただくものです。同種の資格か否かは提案参加
者が判断してご記入ください。(理由も付してくださ
い。）

3 実施要領 2

（１）⑧ウ診療放射線
技師又は臨床検査技師

左記の資格を日本医療福祉設備協会が認定する認定
ホスピタルエンジニアに置き換えることは出来ます
でしょうか？
理由は、病院、設計施工者、医療情報システムベン
ダー等の調整において放射線部門、検査部門だけで
なく幅広い医療機器、医療設備の知識が不可欠と考
えます。

可とします。

4 実施要領 2 （１）⑧ウ診療放射線
技師又は臨床検査技師

左記の資格者は、必要時に業務委託等で配置しても
よいでしょうか。

可とします。

5 実施要領 2 ５　参加資格等
(1)提案参加者の資格
等

⑧ウに「診療放射線技師又は臨床検査技師」を必要
に応じて配置できること、とありますが再委託で配
置することは可能でしょうか。委託契約約款の第２
条では「一部再委託は可能」となっています。ま
た、配置の必要な期間をお教えください。

可とします。配置が必要な期間は、提案参加者の提
案によると考えます。

6 実施要領 2 5-(1)-⑧-ウ
資格を持つ者の配置に
ついて

診療放射線技師又は臨床検査技師の資格はありませ
んが、業務上の経験と実績を豊富に持つ者が担当し
ます。有資格者の配置は、必須でしょうか？

有資格者の配置は必須ではありませんが、必要に応
じて配置できることが発注者にとっては有用である
と考えています。

7 実施要領 2 5-(1)-⑧-ウ
資格を持つ者の配置に
ついて

実施要領７頁(11)に「受注者（協力会社を含む）及
びこれと資本関係又は人的関係のある者は…」とあ
ります。
診療放射線技師又は臨床検査技師の配置は、社外協
力者（個人または企業）でも可でしょうか？

可とします。

8 実施要領 3 提案参加者の資格等 ５（１）※の同種業務の定義においてすべての業務
内容を一括して受注した場合のほかに「各業務内容
を元請として受注している場合を含む」とありま
す。この意味は、例えば医療機器・什器・備品整備
支援のみを行った業務であっても同種業務として認
められるとの理解でよろしいでしょうか。それとも
医療機器・什器・備品整備支援、医療情報システム
整備支援、物流管理システム整備支援、外部委託化
支援、運営・開院準備支援及び移転支援に対して、
それぞれ別の病院でも構わないが上記６つの業務に
対する支援実績がないと同種業務として認められな
いのでしょうか。ご教授ください。

５（１）⑨の同種業務については、後者のとおりで
す。

9 実施要領 3
①統括責任者および②
主任担当者の専任につ
いて

「専任」の定義を教えてください。（例：医療現場
では５割以上）

10 実施要領 3 ①統括責任者および②
主任担当者の専任につ
いて

「専任であること」とは、他の案件を兼任できない
という意味でしょうか。

11 実施要領 3 ５　参加資格等
(2)配置予定責任者の
資格等

配置予定責任者は、統括責任者も主任担当者も「専
任」ということですが、この「専任」に意味をお教
えください。他の業務には携わらない、ということ
で「専任」であれば、専任の期間は契約期間中全て
でしょうか。それとも担当する業務が実施される期
間のみ「専任」でも宜しいでしょうか。

12 実施要領 3 配置予定責任者の資格
等
統括責任者

５（２）①イで「専任であること」とあります。本
業務における定義を明確にご教授ください。参考ま
でに広辞苑によれば「兼任でなく、もっぱらその任
に当たること」と、新明解国語辞典では「かけもち
でなく、その仕事だけを受け持つこと」とありま
す。

13 実施要領 3 配置予定責任者の資格
等
主任担当者

５（２）②イで「専任であること」とあります。本
業務における定義を明確にご教授ください。参考ま
でに広辞苑によれば「兼任でなく、もっぱらその任
に当たること」と、新明解国語辞典では「かけもち
でなく、その仕事だけを受け持つこと」とありま
す。

14 実施要領 3 配置予定責任者の資格
等
統括責任者

５（２）①アで「同種業務に関して、統括責任者と
して契約履行が完了した1件以上の実務経験を有す
ること」とあります。同種業務は、５（１）※のう
ち、「すべての業務内容を一括して受注した場合」
のみとなるのでしょうか。それとも「各業務内容を
元請として受注した場合」も含まれるのでしょう
か。また、「各業務内容を元請として受注した場
合」の統括責任者としての実績はどの業務でもあっ
てもよいとの理解でよろしいでしょうか。ご教授く
ださい。

各業務内容のいずれかにおいて、統括責任者として
の実務経験を有すれば可とします。但し、全ての業
務内容に関して統括責任者としての実務経験を有す
ることが望ましいと考えます。

15 実施要領 3 配置予定責任者の資格
等
主任担当者

５（２）②アで「同種業務に関して、統括責任者又
は主任担当者として契約履行が完了した1件以上の
実務経験を有すること」とあります。同種業務は、
５（１）※のうち、「すべての業務内容を一括して
受注した場合」のみとなるのでしょうか。それとも
「各業務内容を元請として受注した場合」も含まれ
るのでしょうか。ご教授ください。

主任技術者は、主任する業務に関しての実務経験が
対象となります。「同種業務」の条件はありませ
ん。

16 実施要領 3 5-(2)-②-ウ
提案参加組織のあり方

提案参加するにあたり、他社との共同提案（参加会
社明示）は可でしょうか？

不可とします。

17 実施要領 3 5-(2)-②-ウ
提案参加組織のあり方

上、可の場合、共同提案会社の様式３および様式４
の提出は必要ですか？

18 実施要領 4 7-(4)
参加申込書のPDF作成
について

文章に「契約書等はスキャナー等で読み込み本文に
貼り付け。」とあります。

参加申込に必要な様式２～６を、まとめてPDFに
し、提出することで良いですか？

各様式ごとにファイルを分けてご提出ください。貼
り付け方法はお任せします。

当該業務を専ら担当していることとします。専従で
はありませんので、他業務への関与を認めないもの
ではありません。期間は、当該業務の実施期間とし

ます。
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No 資料名称 頁 表題 質問内容 回答
19 実施要領 4 参加申込書の提出

提出部数
７（５）において「契約書等はスキャナー等で読み
込み本部に貼り付け」とあります、本文に貼り付け
とはどの本文に対して、どのように貼り付けするの
でしょうか、具体的にご指示ください。

各様式ごとにファイルを分けてご提出ください。貼
り付け方法はお任せします。

20 実施要領 5 9
プレゼンテーション

各社に割り当てられるプレゼンテーションの時間
（提案、質疑応答）は何分でしょうか？

30～40分程度を予定していますが、後日正式に連絡
いたします。

21 実施要領 7 （１１）受注者及びこ
れと資本関係又は人的
関係のある者

①の文章のうち「及び親会社と同じくする子会社同
士の関係にある場合」の部分を削除して頂くことは
可能でしょうか。（子会社が製造・販売する医療機
器等が新病院に納品される可能性があるため。）

「親会社と同じくする子会社同士の関係にある場
合」とは、「当該子会社の一方が、他方の子会社の
50％以上の株式を有している場合のみ」該当するも
のとします。

22 実施要領 9 評価基準
実施方針の的確性・実
現性

「市内事業者の活用についても評価する」とは医療
機器や医療情報システム等における調達や外部委託
における委託業者選定における市内業者の活用方法
について評価するとの理解でよろしいでしょうか。

貴見も含め、アイデアを提案してください。

23 様式3 会社概要
資格人数

医療情報技師とありますが、「上級医療情報技師」
の人数も加算してよろしいでしょうか。また、国家
試験である独立行政法人情報処理推進機構（IPA）
の資格者も加算してもよろしいでしょうか。IPA資
格も加算してよろしい場合は、具体的な資格名をご
教授ください。

その他の欄に提案参加者のご判断でご記入くださ
い。（理由も付してください。）

24 様式4 実績等調書 「※必要に応じて行を追加すること。（例 同種業
務に掲げる全ての業務を一括受注ではなく、各業務
を元請として受託した実績を積み上げて同種業務1
件とする場合など）」とあります。これは複数の病
院実績でも構わないが、医療機器、医療情報、物流
管理、外部委託、運営、委託の各業務に対する受託
実績がすべてそろって１件としてカウントするとの
理解でよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

25 様式5 統括責任者の実績等調
書

「※必要に応じて行を追加すること。（例 同種業
務に掲げる全ての業務を一括受注ではなく、各業務
を元請として受託した実績を積み上げて同種業務1
件とする場合など）」とあります。この場合、統括
責任者としての実績は、どの業務であっても構わな
いとの理解でよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。様式５統括責任者の実績等調書
下段、「※ 必要に応じて行を追加すること。（例
同種業務に掲げる全ての業務を、一括でなく、各業
務を受注した実績を積み上げて同種業務１件とする
場合など）」は削除します。

26 委託契約約款 2 第17条
契約金の支払い

規約金額の支払いは、各年度ごと出来高での分割で
の支払いでしょうか。あるいは完了時の一括払いで
しょうか。

年度ごとの分割支払いを基本とします。
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